
 

 

宇治市公共交通体系基本計画(初案)について 

 

 

宇治市公共交通体系基本計画（以下「基本計画」という。）につきましては、現在、

宇治市地域公共交通会議での協議を踏まえながら策定作業を行っているところであり、

このたび、初案として取りまとめましたので、ご報告いたします。 

 また、パブリックコメントを実施し、基本計画(初案)に対する市民の皆様からのご

意見を募集しますので、あわせてご報告いたします。 

 

１ 基本計画の概要 

本市では、これまで全市的な公共交通の利用促進を図るとともに、バス路線の休廃

止となった地域においては、市民・事業者と協働した「宇治市のりあい交通事業」を

創設し、既存公共交通の維持や、地域の交通手段の確保に努めてきました。 

しかしながら、高齢化の進展等に伴い、移動が困難になられる方が増加するなど公

共交通に対する社会的ニーズも変化しており、このような状況に対応した公共交通

のあり方について検討する必要性が高まってきました。 

このため、これまでの公共交通の状況を踏まえ、今後の公共交通における市民、事

業者、そして行政の役割を明確にするとともに、全市的な本市の持続可能な交通体系

についての基本的な考え方を整理し、具体的な施策へと展開していくための基本計

画を策定するものです。 

 

（１）計画の期間 

    令和３年度から令和１５年度までの１３年間 

 

（２）目指すべき交通体系 

    市民･事業者･行政の三者協働による調和のとれた持続可能な公共交通の構築 

 

（３）基本方針 

①モビリティ・マネジメントや環境整備をはじめとする既存公共交通の 

利用促進 

②既存公共交通を基盤とした新たな移動ニーズへの対応 

③市域全体の持続的発展に向けたまちづくりと一体となった公共交通 

ネットワークの充実 

④技術革新や ICT の導入による多様化するニーズへの対応 

 

令和３年３月１１日 

建設水道常任委員会資料 

都市整備部交通政策課 

 



２ 基本計画(初案)に対するパブリックコメントの実施 

（１）意見等を提出できる方 

ア 本市に在住・在勤・在学の人 

イ 本市に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

ウ 本市に対して納税義務を有する個人及び法人 

エ 前各号に掲げるもののほか、本計画(初案)に利害関係を有する人 

 

（２）提出方法 

  ア 交通政策課への持参 

  イ 郵送 

  ウ ファクシミリ  

  エ 電子メール 

  オ 市民の声投書箱に投函 

 

（３）募集期間 

  令和３年３月１５日（月）から令和３年４月１４日（水）まで 

 

（４）基本計画(初案)の周知方法 

  ア 市政だより（３月１５日号）に掲載 

  イ 市ホームページに掲載 

  ウ 市の主な公共施設等に配架 

 

（５）基本計画(初案)の閲覧場所 

  ア 市ホームページに掲載 

  イ 交通政策課窓口及び行政資料コーナーに配架 

  ウ 市の主な公共施設等に配架 

 

（６）意見募集結果の公表 

  お寄せいただいたご意見等の取りまとめの結果及びご意見等に対する回答につ

きましては、市ホームページに掲載いたします。 

 

３ 計画策定にかかる今後の予定 

  パブリックコメントの結果を踏まえ、宇治市地域公共交通会議での協議を経て、

建設水道常任委員会に報告後、令和３年５月に策定を予定しています。 





令和2年8月12日開催　第2回地域公共交通会議資料

これまでの専門部会における主な意見 今後の方向性

・公共交通は、利用者を確保し適切な運賃収入を得ることで持続していくもの（採算性の確保）

・宇治市は、14の鉄道駅、多くのバス路線があることから、既存公共交通がしっかり機能している

・現在運行されている路線については、一定採算性が確保され持続できていると考えられる

・将来的にも既存公共交通を維持していくことが最も重要であり、今後の施策を考えるうえでの基本となる

・過度なマイカー利用やこれまで以上に人口減少、少子高齢化が進展するなかでは、既存公共交通の維持は難しい

・マイカーと合わせて公共交通も利用するという生活を根付かせるため、モビリティーマネジメントによる意識の転換促進が重要

・人口減少が進むと公共交通は維持できないため、宇治市内だけでなく周辺市町村の住民にも使ってもらう必要がある

・将来の乗客を育てるために、子ども達が利用しやすい環境を作ることや、子どもたちが乗る習慣を身につけていくことが重要

・過度なマイカー依存や、少子高齢化等の進展に伴い、公共交通に対する社会的ニーズも変化してきている

・これまでは駅に向かう移動が主であったが、買い物や病院等に向かう個別輸送が増加している

・個別輸送に対応する移動手段としてマイカーがあるが、身体的な理由で手放す際には公共交通への転換も困難な状態である

・公共交通は、誰もが利用しやすいように駅などの交通結節点や車両等のバリアフリー化が進められている（段差解消の観点）

・個別輸送を担うマイカーは、利便性が高いが多くの維持費がかかっている

・マイカーのような役割はタクシーが担っており、その運賃設定は相応の利便性に基づくものである

・公共交通の採算性を確保にするには、大量輸送を行う必要がある。輸送量が少ない場合に公共交通を維持するためには、公
費の投入が求められる。

・公費を投入した公共交通（コミバス等）の運行では、利用者の意識（受益者負担）が薄く持続が困難な傾向にある

・駅、バス停等の交通結節点までの地域に必要な移動手段は、自助・共助のなかで地域が主体的に確保される姿が望ましい

・地域で主体的に進めるにしても、最初から全てを地域だけで考えることは困難

・「のりあい交通事業」の考え方のように、地域の主体的な取り組みを支援する考え方は妥当である

・宇治市は、久御山町や宇治田原町等の他市町への移動を繋ぐ中継地点としての役割がある

・企業誘致、観光需要の観点や近隣自治体の動向も踏まえ、長期的な視点で公共交通の将来像を考える必要がある

・自動運転やAI等の先進技術は進歩しており、今後の動向を注視していく必要がある

・先進技術の一つであるMaaSの活用は、インフラや仕組みを確立したうえで実施されるものであり、日本での実施にはまだ時間
が必要

●人口減少、少子高齢化等により、これまでの
通勤・通学等の駅に向かう移動が減少する一
方で、買い物や病院など多様な目的地への移
動も増えている

●鉄道、バスを中心とした公共交通は、大量輸
送を担うものであり、公共の視点で輸送量の少
ないすべての移動をカバーすることは困難

●個別輸送に対しては、鉄道、バスの定時定
路線の補完的な役割を担っているタクシーの効
果的な使い方について研究が必要

●福祉施策で移動の支援が必要な方はいる

●公共交通を利用しづらい方への支援につい
ては、対象者も含めて検討が必要

新たな移動手段に
ついて

地域活動
●のりあい交通事業の考え方のように、地域が
主体的に移動手段を確保する取り組みについ
て支援の検討が必要

①

②

③

④

公共交通の役割と今後の方向性について

都市構造
●将来のまちづくりにおいて大きな交通需要を
見込めるなら、新規路線の可能性も広がる

まちづくりとの連携
について

先進技術
●移動手段の利便性向上に向けて、引き続き
国や情報通信事業者の動向を注視して行くこと
が必要

先進技術の活用に
ついて

専門部会における現在の整理

公共交通
の持続性

●公共交通を持続させるには、一人ひとりが公
共交通を支えていることを理解し、適切な運賃
設定と利用者の継続的な確保を図ることが重
要

●引き続き既存公共交通の利便性向上を図る
とともに、これまで公共交通を利用していなかっ
た人や日常的にマイカーを利用されている人に
対する転換促進が重要

●将来を見据え、公共交通を身近に感じていた
だくために、次世代を担う子どもたちを中心とし
た取り組みを進めることが重要

利用促進について

移動が困
難な方や
個別輸送
への対応

資料２














































































